
一
頁

○
総
務
省
令
第
六
十
七
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
四
中
「
第
十
八
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
第
二
項
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵

航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
機
器
で
あ
つ
て
、
検
定
合
格
機
器
た
る
も
の
の
取
替
え
の
工
事
（
同
一
型
式
に
よ
る
も
の

に
限
る
。
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


